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本
研

修
の

目
的

�
パ
ワ

ー
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
と

は
何

か
を

知
る

�
⾏
為

者
の

責
任

と
、

企
業

に
求

め
ら

れ
る

も
の
（

企
業

の
責

任
）

を
理

解

す
る

⾏
為

者
の

責
任

と
、

企
業

に
求

め
ら

れ
る

も
の
（

企
業

の
責

任
）

を
理

解

す
る

�
パ

ワ
ー

ハ
ラ

ス
メ

ン
ト

を
な

く
す

た
め

に
は

、
ど

う
す

れ
ば

よ
い

か
学

ぶ

�
パ
ワ

ー
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
が

起
き

た
際

の
対

応
に

つ
い

て
学

ぶ
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1
-
1
.

パ
ワ

ー
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
と

は
？

職
場

に
お

け
る

パ
ワ

ー
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
と

は
、

改
正
施

策
労

働
推

進
法

（
令

和
元

年
６

⽉
５

⽇
公

布
）

に
よ

り
、

以
下

の
３

つ
の

要
素

を
す

べ
て

満
た

す
も

の
と

し
て

い
ま

す
。

①
優

越
的

な
関

係
を

背
景

と
し

た
言

動
で

あ
っ

て
①

優
越
的

な
関

係
を

背
景

と
し

た
言

動
で

あ
っ

て

②
業

務
上

必
要

か
つ

相
当

な
範

囲
を

超
え
た

も
の
に

よ
り

③
労

働
者

の
就

業
環

境
が

害
さ

れ
る

こ
と

改
正

法
で

は
、

パ
ワ
ー

ハ
ラ
ス

メ
ン

ト
防

止
の

た
め
、

相
談

体
制

の
整

備
等
の
雇
⽤

管
理

上
必

要
な

措
置

を
講

じ
る
こ

と
を
事
業

主
に
義
務
付

け
て
お
り

、
公
布
後
１

年
以
内
の

政
令

で
定

め
る

⽇
（

中
⼩

企
業
は

、
公

布
後

３
年

以
内
の

政
令

で
定

め
る

⽇
ま
で

の
間

は
努

⼒
義

務
）

に
施

⾏
さ

れ
ま

す
。
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務
）

に
施

⾏
さ

れ
ま

す
。

�
パ

ワ
ー

ハ
ラ

ス
メ

ン
ト
に

対
す
る
基

本
的
な
考
え

⽅
や
具
体

例
、
事
業
主

が
講
ず
べ

き
雇

⽤
管

理
上

の
措

置
の

具
体
的

な
内

容
等

に
つ

い
て
は

、
今

後
、

厚
⽣

労
働
省

で
指

針
を

策
定

す
る

予
定

で
す

。

 
 

参考：メッセージの要素

トップメッセージ要素
ひな形番号

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８

パワハラは重要な問題である ○ ○ ○ ○ ○

パワハラ行為は許さない ○ ○ ○ ○ ○ ○

パワハラ行為は見過ごさない ○ ○ ○ ○

パワハラ行為をしない ○ ○ ○ ○

パワハラ行為をさせない／放置しない ○ ○

会社として、パワハラ対策に取り組む ○ ○ ○ ○ ○

トップ自らパワハラ対策に取り組む ○

今年度、重点的にパワハラ対策に取り組む ○ ○

従業員の意識向上を求める ○ ○ ○ ○

パワハラがあったら相談を ○ ○ ○

相談者等に不利益な取り扱いをしない ○

相談者等のプライバシーは守る ○

人権等の尊重 ○ ○
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パ
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ハ

ラ
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ト
の

現
状

（
１
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�
パ

ワ
ー

ハ
ラ

ス
メ
ン

ト
の
発

生
状

況

（
パ

ワ
ハ

ラ
を

受
け

た
経
験

）

過
去
３

年
間

に
パ
ワ
ハ
ラ
を

受
け
た
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
？

�
パ

ワ
ー

ハ
ラ

ス
メ
ン

ト
を
受

け
て

（
被

害
者

の
⾏

動
）

そ
の
パ
ワ
ハ
ラ
を
受
け
た
後

ど
う
し
ま
し
た
か
？

受
け
た
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
？

ど
う
し
ま
し
た
か
？
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現
状

（
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）

�
都
道

府
県
労
働
局
に
寄
せ
ら
れ
た
企
業
と
労
働
者
の
紛
争

に
関

す
る
相
談
の

状
況
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2
.

な
ぜ

職
場

の
パ

ワ
ー

ハ
ラ

ス
メ

ン
ト

が
問

題
な

の
か

？

�
社

員
へ

の
影

響
は
？

●
心

身
の

健
康

を
害

し
、

休
職

等
に

至
る

●
職

場
環

境
の

悪
化

会
社
へ

の
影

響
は
？

�
会

社
へ

の
影

響
は
？

●
モ

ラ
ー

ル
の

低
下

⇒
生

産
性

の
低

下
⇒

業
績
の

悪
化

●
⼈

材
の

流
出

●
訴

訟
に

よ
る

賠
償

⇒
業

績
の

悪
化

●
企

業
イ

メ
ー

ジ
の

悪
化

⇒
人

材
採

用
へ

の
影
響

�
そ

の
他
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�
そ

の
他

●
コ

ン
プ

ラ
イ

ア
ン

ス
上

の
問

題

⺠
法

、
刑

法
、

就
業
規

則
違

反

28
4,

58
7

3

3
-
1
.

パ
ワ

ー
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
が

起
こ

っ
た

ら

も
し

、
あ
な
た
が
⾏
為
者
に
な
っ
た
ら

・
・

・
・

・

�
社
内
で

の
処

分

�
⺠
事
上

の
責

任
と

し
て

損
害

賠
償

を
請
求

さ
れ

る

�
刑
事
罰

に
課

せ
ら

れ
る
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3
-
2
.

パ
ワ
ー

ハ
ラ

ス
メ

ン
ト

⾏
為

者
の

責
任

あ
な

た
が

パ
ワ

ー
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
の

⾏
為

者
に
な

っ
た

場
合

、
ど

ん
な
こ

と
が

起

こ
る

で
し

ょ
う

か
。

ま
ず

、
⺠

事
上

の
責

任
で

す
。

⺠
法

7
0
9
条

の
不
法
⾏

為
責
任
に
基

づ
く
損
害
賠

償
を

請
求

さ
れ

る
可

能
性
が

あ
り

ま
す

。
ま

た
、
会

社
に

は
⺠

法
4
1
5
条
の
債
務

不
償

を
請

求
さ

れ
る
可

能
性
が

あ
り

ま
す

。
ま

た
、
会

社
に

は
⺠

法
4
1
5
条
の
債
務

不

履
⾏

責
任

（
安

全
配

慮
義
務

違
反

）
に

基
づ

く
損
害

賠
償

を
請

求
さ

れ
る
可

能
性

が

あ
り

ま
す

。

ま
た

、
刑

事
事

件
と

し
て

訴
え

ら
れ

る
可

能
性
も

あ
り

ま
す

。
例

え
ば
、

パ
ワ

ー

ハ
ラ

ス
メ

ン
ト

⾏
為

に
よ
っ

て
被

害
者

が
精

神
病
を

患
っ

た
（

医
師

の
診
断

あ
り

）

場
合

、
傷

害
罪

に
当

た
る
可

能
性

が
あ

り
ま

す
。
そ

の
場

合
、

1
5
年

以
下
の
懲

役
、

ま
た

は
5
0
万

円
以
下
の
罰

⾦
な
ど
が

科
せ
ら
れ
る

可
能
性
が

あ
り
ま
す
。
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裁
判

に
な

ら
な

い
ま

で
も

、
職

場
内

で
の

信
用
や

、
地

位
を

失
っ

た
り
、

家
庭

へ

の
影

響
、

家
庭

の
崩

壊
な
ど

も
考

え
ら

れ
ま

す
。

管
理

職
の

⽅
は

、
⾃

分
⾃
⾝

の
⾔

動
は

も
ち

ろ
ん
、

あ
な

た
の

部
下

が
そ
の

よ
う

な

⾏
為

を
し

な
い

よ
う

、
注
意

や
指

導
を

す
る

こ
と
も

必
要

で
す

。

4
-
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.

あ
な

た
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大
丈

夫
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す
か

？

C
op

yr
ig

ht
 ©

 M
in

is
try

 o
f H

ea
lth

, L
ab

ou
r a

nd
 W

el
fa

re
, A

ll 
R

ig
ht

 re
se

rv
ed

.
C

op
yr

ig
ht

 ©
 M

in
is

try
 o

f H
ea

lth
, L

ab
ou

r a
nd

 W
el

fa
re

, A
ll 

R
ig

ht
 re

se
rv

ed
.

4
-
2
.

職
場

の
パ

ワ
ー

ハ
ラ

ス
メ

ン
ト

に
つ

い
て

考
え

る

以
下

の
事

例
を

読
ん

で
、
考
え
て

く
だ
さ
い

。

�
ど

の
部

分
が

パ
ワ
ー

ハ
ラ
ス

メ
ン

ト
に

な
る

可
能
性

が
あ

る
か

�
な

ぜ
、

こ
の

上
司
は

そ
の
よ

う
な

対
応

を
す

る
の
か C
op

yr
ig

ht
 ©

 M
in
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try

 o
f H
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lth

, L
ab
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発
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パ
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ラ
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受
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過
去
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年
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に
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ワ
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受
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と
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ま
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か
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ス
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の
⾏
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ワ
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受
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後
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た
か
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受
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影
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？
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？
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⇒
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 re
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�
そ

の
他

●
コ

ン
プ

ラ
イ

ア
ン

ス
上

の
問

題

⺠
法

、
刑

法
、

就
業
規

則
違

反

28
4,

58
7

3

3
-
1
.

パ
ワ

ー
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
が

起
こ

っ
た

ら

も
し

、
あ
な
た
が
⾏
為
者
に
な
っ
た
ら

・
・

・
・

・

�
社
内
で

の
処

分

�
⺠
事
上

の
責

任
と

し
て

損
害

賠
償

を
請
求

さ
れ

る

�
刑
事
罰

に
課

せ
ら

れ
る

C
op

yr
ig

ht
 ©

 M
in

is
try

 o
f H

ea
lth

, L
ab

ou
r a

nd
 W

el
fa

re
, A

ll 
R

ig
ht

 re
se

rv
ed

.
C

op
yr

ig
ht

 ©
 M

in
is

try
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f H
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lth
, L
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r a
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 W
el

fa
re

, A
ll 

R
ig

ht
 re

se
rv

ed
.

3
-
2
.

パ
ワ
ー

ハ
ラ

ス
メ

ン
ト

⾏
為

者
の

責
任

あ
な

た
が

パ
ワ

ー
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
の

⾏
為

者
に
な

っ
た

場
合

、
ど

ん
な
こ

と
が

起

こ
る

で
し

ょ
う

か
。

ま
ず

、
⺠

事
上

の
責

任
で

す
。

⺠
法

7
0
9
条

の
不
法
⾏

為
責
任
に
基

づ
く
損
害
賠

償
を

請
求

さ
れ

る
可

能
性
が

あ
り

ま
す

。
ま

た
、
会

社
に

は
⺠

法
4
1
5
条
の
債
務

不
償

を
請

求
さ

れ
る
可

能
性
が

あ
り

ま
す

。
ま

た
、
会

社
に

は
⺠

法
4
1
5
条
の
債
務

不

履
⾏

責
任

（
安

全
配

慮
義
務

違
反

）
に

基
づ

く
損
害

賠
償

を
請

求
さ

れ
る
可

能
性

が

あ
り

ま
す

。

ま
た

、
刑

事
事

件
と

し
て

訴
え

ら
れ

る
可

能
性
も

あ
り

ま
す

。
例

え
ば
、

パ
ワ

ー

ハ
ラ

ス
メ

ン
ト

⾏
為

に
よ
っ

て
被

害
者

が
精

神
病
を

患
っ

た
（

医
師

の
診
断

あ
り

）

場
合

、
傷

害
罪

に
当

た
る
可

能
性

が
あ

り
ま

す
。
そ

の
場

合
、

1
5
年

以
下
の
懲

役
、

ま
た

は
5
0
万

円
以
下
の
罰

⾦
な
ど
が

科
せ
ら
れ
る

可
能
性
が

あ
り
ま
す
。
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 re
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R
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裁
判

に
な

ら
な

い
ま

で
も

、
職

場
内

で
の

信
用
や

、
地

位
を

失
っ

た
り
、

家
庭

へ

の
影

響
、

家
庭

の
崩

壊
な
ど

も
考

え
ら

れ
ま

す
。

管
理

職
の

⽅
は

、
⾃

分
⾃
⾝

の
⾔

動
は

も
ち

ろ
ん
、

あ
な

た
の

部
下

が
そ
の

よ
う

な

⾏
為

を
し

な
い

よ
う

、
注
意

や
指

導
を

す
る

こ
と
も

必
要

で
す

。

4
-
1
.

あ
な

た
は

大
丈

夫
で

す
か

？

C
op

yr
ig

ht
 ©

 M
in
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 o
f H

ea
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 W
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re
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R
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ht

 re
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4
-
2
.

職
場

の
パ

ワ
ー

ハ
ラ

ス
メ

ン
ト

に
つ

い
て

考
え

る

以
下

の
事

例
を

読
ん

で
、
考
え
て

く
だ
さ
い

。

�
ど

の
部

分
が

パ
ワ
ー

ハ
ラ
ス

メ
ン

ト
に

な
る

可
能
性

が
あ

る
か

�
な

ぜ
、

こ
の

上
司
は

そ
の
よ

う
な

対
応

を
す

る
の
か C
op

yr
ig

ht
 ©

 M
in

is
try

 o
f H

ea
lth

, L
ab

ou
r a

nd
 W

el
fa

re
, A

ll 
R

ig
ht

 re
se

rv
ed

.
C

op
yr

ig
ht

 ©
 M

in
is

try
 o

f H
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lth
, L

ab
ou

r a
nd

 W
el

fa
re

, A
ll 

R
ig

ht
 re

se
rv

ed
.
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5

5
-
1
.

職
場

の
パ

ワ
ー

ハ
ラ

ス
メ

ン
ト

を
予

防
す

る
た

め
に

は
（

1
）

�
な
ぜ

パ
ワ
－
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
が
起
き
て
し
ま
う
の
か

�
「
し

ご
く
」
こ
と
で
人
が
動
く
（
業
績
が
上
が
る
、
生
産
性
が
高
ま
る

）
と
い
う

誤
解

�
感
情

の
ヒ
ー
ト
ア
ッ
プ

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
き
か
な
い
否
定
的
感
情

�
職
場
環
境

�
職
場
環
境

�
上
司

と
部
下
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
少
な
い

�
正
社

員
や
正
社
員
以
外
の
様
々
な
⽴
場
の
従
業
員
が
⼀
緒
に
働
い
て
い

る

�
残
業

が
多
い
・
休
み
が
取
り
難
い

�
失
敗

が
許
さ
れ
な
い
、
失
敗
へ
の
許
容
度
が
低
い

�
競
争

の
激
化
、
業
務
の
多
忙
化
、
業
績
不
振
な
ど

職
場
環
境
の
変

化

⇒
職
場
コ
ミ
ュ
ニ
ュ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
希
薄
化
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 re
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⇒
職
場
コ
ミ
ュ
ニ
ュ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
希
薄
化

�
雇
⽤

形
態
の
多
様
化
、
意
識
の
変
化

⇒
お
互
い
を
尊
重
し
あ
う
意
識
の
⽋
如
、
異
質
な
も
の

の
排
除

�
古
い

職
場
の
体
質
や
倫
理
観
の
⽋
如

⇒
指
導
・
教
育
に
名
を
借
り
た
い
じ
め
、
集
団
的
な
職

場
い
じ
め

5
-
2
.

職
場

の
パ

ワ
ー

ハ
ラ

ス
メ

ン
ト

を
予

防
す

る
た

め
に

は
（

2
）

�
パ

ワ
ー

ハ
ラ

ス
メ
ン

ト
に
つ

い
て

の
⼗

分
な

理
解

�
パ

ワ
ー

ハ
ラ

ス
メ
ン

ト
に
な

ら
な

い
た

め
の

コ
ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

円
滑

な
職

場
コ

ミ
ュ

ニ
ケ
ー

シ
ョ

ン
の

醸
成

・
業

務
上

の
指

⽰
や

指
導

・
教

育
の

適
切

な
⽅

法

の
理

解
の

理
解

�
叱

る
対

象
は

？

�
自

分
の

感
情

に
気
付

く
。

怒
り

、
怖

れ
、

悲
し

み
、

焦
り

、
妬

み

�
攻

撃
で

な
く

「
自
分

の
要

望
を
伝

え
る

」

�
相

⼿
を

⾒
て

接
し
⽅

を
⼯

夫
す
る

。

�
不

要
な

誤
解

を
招
か

な
い

。

�
お

互
い

の
尊

重
、
理

解
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�
お

互
い

の
尊

重
、
理

解

�
⾃

ら
の

⾏
為

が
パ
ワ

ー
ハ
ラ

ス
メ

ン
ト

と
な

っ
て
い

な
い

か
注

意

�
隠

れ
た

パ
ワ

ー
ハ
ラ

ス
メ
ン

ト
が

な
い

か
、

周
囲
の

メ
ン

バ
ー

の
変

化
に
注

意

�
パ

ワ
ー

ハ
ラ

ス
メ
ン

ト
を
起

こ
さ

せ
な

い
、

職
場
環

境
づ

く
り

の
役

割
理
解
（
管

理
職

）

6
-
1
.

わ
が

社
の

ル
ー

ル

C
op

yr
ig
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6
-
2
.

わ
が
社

で
の

パ
ワ

ー
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
に

関
す

る
相

談
へ

の
対

応
の

流
れ

１
．

本
人

（
相

談
者

）
と

の
面
談

２
．

事
実

関
係

の
確

認
２

．
事

実
関

係
の
確

認

３
．

⾏
為

者
、

相
談

者
へ

の
対
応

を
検

討

(
例

)
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4
．

相
談

者
、

⾏
為

者
へ

の
フ

ォ
ロ

ー

5
．

再
発

防
止

4

4
-
3
.

パ
ワ

ー
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
と

業
務

指
導

�
職
場
の

業
務

を
円

滑
に

進
め

る
た

め
に
、

管
理

職
に

⼀
定

の
権

限
が

与
え

ら

れ
て
い

ま
す

。

�
業
務
上

必
要

な
指

示
や

注
意

・
指

導
な
ど

も
そ

の
一

つ
で

す
。

厳
し

い
指

導

で
あ
っ

て
も

、
「

業
務

上
の

適
正

な
範

囲
」

と
認

め
ら

れ
る

限
り

、
パ

ワ
ー

ハ
ラ
ス

メ
ン

ト
に

は
当

た
り

ま
せ

ん
。

で
あ
っ

て
も

、
「

業
務

上
の

適
正

な
範

囲
」

と
認

め
ら

れ
る

限
り

、
パ

ワ
ー

ハ
ラ
ス

メ
ン

ト
に

は
当

た
り

ま
せ

ん
。

例
え
ば
、

�
取
引
先
の
ア
ポ
イ
ン
ト
時
間
を
間
違
え
て
部
下
が
遅

刻
し

た
と

き
に
、
同
⾏

し
た
上

司
が
、
「
何
や
っ
て
ん
だ
！
」
と
叱
っ
た
。

→
そ
れ
だ
け
で
は
パ
ワ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
と
は
言
え
ま
せ
ん
。

し
か
し
、

�
さ

ら
に
「
だ
か
ら
お
ま
え
と
は
仕
事
を

し
た
く
な
い
ん
だ
！
」
「
噂

ど
お
り
役
⽴

た
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�
さ

ら
に
「
だ
か
ら
お
ま
え
と
は
仕
事
を

し
た
く
な
い
ん
だ
！
」
「
噂

ど
お
り
役
⽴

た

ず
だ
な
！
」
「
仕
事
し
な
く
て
い
い
か
ら
帰
っ
て
寝
て
ろ
！
」
な
ど

と
言
う
。

�
そ
れ
が
日
常
的
に
繰
り
返
さ
れ
る
。

→
パ
ワ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
⾏
為
と
な
り
え
ま
す
。

業
務
指

導
は
必
要
で
す
。
パ
ワ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
正
し

い
知

識
を
持
ち
、

萎
縮
す
る

こ
と
な

く
、
⾃
信
を
持
っ
て
温
か
く
業
務
指
導
を
⾏
い
ま

し
ょ

う
。

4
-
4
.

職
場

の
パ

ワ
ー

ハ
ラ

ス
メ

ン
ト

に
つ

い
て

考
え

る

�
以

下
の

も
の

は
パ
ワ

ー
ハ
ラ

ス
メ

ン
ト

に
該

当
す
る

で
し

ょ
う

か
。

�
パ

ワ
ー

ハ
ラ

ス
メ
ン

ト
に
該

当
す

る
と

思
う

も
の
を

選
び

、
そ

の
理

由
を
隣

の
⼈

と
⼀

緒
に

議
論

し
て

み
て
く

だ
さ

い
。

1
.
指
導

す
る

た
め

に
個

室
に

呼
び

、
間

違
っ

た
対

応
を
指

摘
し
指

導
し
た

。

2
.
職

場
の

同
僚

の
誰

に
挨

拶
を

し
て

も
無

視
さ

れ
、

社
員

旅
⾏

参
加

を
拒

絶
さ
れ

た
。

3
.
先

輩
か

ら
、

私
⽤

の
買

い
物

や
、

⾞
の

送
り

迎
え

を
無

理
強

い
さ

れ
た

。

4
.
上

司
が

、
部

下
の

失
敗

に
対

し
て

、
「

こ
の

役
⽴

た
ず

、
い

ら
な

い
ん

だ
よ

」
と

職
場

の
メ

ン
バ

ー
に

聞
こ

え
る

よ
う

な
大

声
で

叱
責

し
、

そ
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だ
よ

」
と

職
場

の
メ

ン
バ

ー
に

聞
こ

え
る

よ
う

な
大

声
で

叱
責

し
、

そ

の
後
、

何
度

も
同

様
な

叱
責

が
続

い
た

。

5
.
目

標
を

達
成

で
き

な
い

社
員

を
⻑

時
間

正
座

さ
せ

、
定

規
で

頭
を

叩
き

な
が
ら

説
教

を
し

た
。

4
-
4
.

職
場

の
パ

ワ
ー

ハ
ラ

ス
メ

ン
ト

に
つ

い
て

考
え

る
（

回
答

1
）

�
正

解
と
解
説
：

1
.
指
導
す
る
た
め
に
個
室
に
呼
び
、
間
違
っ
た
対
応
を

指
摘

し
指
導
し
た
。

非
該
当

単
に
個
室
に
呼
び
、
指
導
を
⾏
っ
た
だ
け
で
は
、
「

業
務

上
の

適
正
な
範
囲

」
と

も
い
え
る
た
め
、
パ
ワ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
と
は
言
え
ま
せ
ん
。

も
い
え
る
た
め
、
パ
ワ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
と
は
言
え
ま
せ
ん
。

2
.
職
場
の
同
僚
の
誰
に
挨
拶
を
し
て
も
無

視
さ
れ
、
社
員
旅
⾏
参

加
を

拒
絶
さ

れ

た
。

該
当

無
視
、
仲
間
外
し
は
パ
ワ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
該
当
し
ま
す
。
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 re
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3
.
先
輩
か
ら
、
私
⽤
の
買
い
物
や
、
⾞
の

送
り
迎
え
を
無
理
強
い

さ
れ

た
。

該
当

業
務
に
関
係
の
な
い
私
⽤
の
命
令
（
業
務
上
明
ら
か
に
不
要
な
こ
と

の
強
制
）

は
パ
ワ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
該
当
し
ま
す
。

�
正

解
と

解
説

：

4
.
上

司
が

、
部

下
の
失

敗
に
対

し
て

、
「

こ
の

役
⽴
た

ず
、

い
ら

な
い

ん
だ
よ

」

と
職

場
の

メ
ン

バ
ー

に
聞
こ

え
る

よ
う

な
⼤

声
で
叱

責
し

、
そ

の
後

、
何
度

も

同
様

な
叱

責
が

続
い

た
。

該
当

4
-
4
.

職
場

の
パ

ワ
ー

ハ
ラ

ス
メ

ン
ト

に
つ

い
て

考
え

る
（

回
答

2
）

該
当

暴
⾔

を
周

囲
の

⼈
に

も
聞
こ

え
る

よ
う

に
繰

り
返
し

⾏
う

こ
と

は
パ
ワ
ー
ハ

ラ

ス
メ

ン
ト

に
該

当
し

ま
す
。

5
.
目

標
を

達
成

で
き
な

い
社
員

を
⻑

時
間

正
座

さ
せ
、

定
規

で
頭

を
叩

き
な
が

ら

説
教

を
し

た
。

該
当

⻑
時

間
正

座
さ

せ
る

こ
と
や

定
規

で
頭

を
叩

く
こ
と

は
パ
ワ
ー

ハ
ラ
ス
メ
ン

ト

C
op

yr
ig

ht
 ©

 M
in

is
try

 o
f H

ea
lth

, L
ab

ou
r a

nd
 W

el
fa

re
, A

ll 
R

ig
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 re
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ht

 ©
 M

in
is

try
 o

f H
ea

lth
, L

ab
ou

r a
nd

 W
el

fa
re

, A
ll 

R
ig

ht
 re
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該
当

⻑
時

間
正

座
さ

せ
る

こ
と
や

定
規

で
頭

を
叩

く
こ
と

は
パ
ワ
ー

ハ
ラ
ス
メ
ン

ト

に
該

当
し

ま
す

。
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5

5
-
1
.

職
場

の
パ

ワ
ー

ハ
ラ

ス
メ

ン
ト

を
予

防
す

る
た

め
に

は
（

1
）

�
な
ぜ

パ
ワ
－
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
が
起
き
て
し
ま
う
の
か

�
「
し

ご
く
」
こ
と
で
人
が
動
く
（
業
績
が
上
が
る
、
生
産
性
が
高
ま
る

）
と
い
う

誤
解

�
感
情

の
ヒ
ー
ト
ア
ッ
プ

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
き
か
な
い
否
定
的
感
情

�
職
場
環
境

�
職
場
環
境

�
上
司

と
部
下
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
少
な
い

�
正
社

員
や
正
社
員
以
外
の
様
々
な
⽴
場
の
従
業
員
が
⼀
緒
に
働
い
て
い

る

�
残
業

が
多
い
・
休
み
が
取
り
難
い

�
失
敗

が
許
さ
れ
な
い
、
失
敗
へ
の
許
容
度
が
低
い

�
競
争

の
激
化
、
業
務
の
多
忙
化
、
業
績
不
振
な
ど

職
場
環
境
の
変

化

⇒
職
場
コ
ミ
ュ
ニ
ュ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
希
薄
化
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⇒
職
場
コ
ミ
ュ
ニ
ュ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
希
薄
化

�
雇
⽤

形
態
の
多
様
化
、
意
識
の
変
化

⇒
お
互
い
を
尊
重
し
あ
う
意
識
の
⽋
如
、
異
質
な
も
の

の
排
除

�
古
い

職
場
の
体
質
や
倫
理
観
の
⽋
如

⇒
指
導
・
教
育
に
名
を
借
り
た
い
じ
め
、
集
団
的
な
職

場
い
じ
め

5
-
2
.

職
場

の
パ

ワ
ー

ハ
ラ

ス
メ

ン
ト

を
予

防
す

る
た

め
に

は
（

2
）

�
パ

ワ
ー

ハ
ラ

ス
メ
ン

ト
に
つ

い
て

の
⼗

分
な

理
解

�
パ

ワ
ー

ハ
ラ

ス
メ
ン

ト
に
な

ら
な

い
た

め
の

コ
ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

円
滑

な
職

場
コ

ミ
ュ

ニ
ケ
ー

シ
ョ

ン
の

醸
成

・
業

務
上

の
指

⽰
や

指
導

・
教

育
の

適
切

な
⽅

法

の
理

解
の

理
解

�
叱

る
対

象
は

？

�
自

分
の

感
情

に
気
付

く
。

怒
り

、
怖

れ
、

悲
し

み
、

焦
り

、
妬

み

�
攻

撃
で

な
く

「
自
分

の
要

望
を
伝

え
る

」

�
相

⼿
を

⾒
て

接
し
⽅

を
⼯

夫
す
る

。

�
不

要
な

誤
解

を
招
か

な
い

。

�
お

互
い

の
尊

重
、
理

解
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�
お

互
い

の
尊

重
、
理

解

�
⾃

ら
の

⾏
為

が
パ
ワ

ー
ハ
ラ

ス
メ

ン
ト

と
な

っ
て
い

な
い

か
注

意

�
隠

れ
た

パ
ワ

ー
ハ
ラ

ス
メ
ン

ト
が

な
い

か
、

周
囲
の

メ
ン

バ
ー

の
変

化
に
注

意

�
パ

ワ
ー

ハ
ラ

ス
メ
ン

ト
を
起

こ
さ

せ
な

い
、

職
場
環

境
づ

く
り

の
役

割
理
解
（
管

理
職

）

6
-
1
.

わ
が

社
の

ル
ー

ル
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6
-
2
.

わ
が
社

で
の

パ
ワ

ー
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
に

関
す

る
相

談
へ

の
対

応
の

流
れ

１
．

本
人

（
相

談
者

）
と

の
面
談

２
．

事
実

関
係

の
確

認
２

．
事

実
関

係
の
確

認

３
．

⾏
為

者
、

相
談

者
へ

の
対
応

を
検

討

(
例

)
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4
．

相
談

者
、

⾏
為

者
へ

の
フ

ォ
ロ

ー

5
．

再
発

防
止

4

4
-
3
.

パ
ワ

ー
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
と

業
務

指
導

�
職
場
の

業
務

を
円

滑
に

進
め

る
た

め
に
、

管
理

職
に

⼀
定

の
権

限
が

与
え

ら

れ
て
い

ま
す

。

�
業
務
上

必
要

な
指

示
や

注
意

・
指

導
な
ど

も
そ

の
一

つ
で

す
。

厳
し

い
指

導

で
あ
っ

て
も

、
「

業
務

上
の

適
正

な
範

囲
」

と
認

め
ら

れ
る

限
り

、
パ

ワ
ー

ハ
ラ
ス

メ
ン

ト
に

は
当

た
り

ま
せ

ん
。

で
あ
っ

て
も

、
「

業
務

上
の

適
正

な
範

囲
」

と
認

め
ら

れ
る

限
り

、
パ

ワ
ー

ハ
ラ
ス

メ
ン

ト
に

は
当

た
り

ま
せ

ん
。

例
え
ば
、

�
取
引
先
の
ア
ポ
イ
ン
ト
時
間
を
間
違
え
て
部
下
が
遅

刻
し

た
と

き
に
、
同
⾏

し
た
上

司
が
、
「
何
や
っ
て
ん
だ
！
」
と
叱
っ
た
。

→
そ
れ
だ
け
で
は
パ
ワ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
と
は
言
え
ま
せ
ん
。

し
か
し
、

�
さ

ら
に
「
だ
か
ら
お
ま
え
と
は
仕
事
を

し
た
く
な
い
ん
だ
！
」
「
噂

ど
お
り
役
⽴

た
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�
さ

ら
に
「
だ
か
ら
お
ま
え
と
は
仕
事
を

し
た
く
な
い
ん
だ
！
」
「
噂

ど
お
り
役
⽴

た

ず
だ
な
！
」
「
仕
事
し
な
く
て
い
い
か
ら
帰
っ
て
寝
て
ろ
！
」
な
ど

と
言
う
。

�
そ
れ
が
日
常
的
に
繰
り
返
さ
れ
る
。

→
パ
ワ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
⾏
為
と
な
り
え
ま
す
。

業
務
指
導
は
必
要
で
す
。
パ
ワ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
正
し

い
知

識
を
持
ち
、

萎
縮
す
る

こ
と
な
く
、
⾃
信
を
持
っ
て
温
か
く
業
務
指
導
を
⾏
い
ま

し
ょ

う
。

4
-
4
.

職
場

の
パ

ワ
ー

ハ
ラ

ス
メ

ン
ト

に
つ

い
て

考
え

る

�
以

下
の

も
の

は
パ
ワ

ー
ハ
ラ

ス
メ

ン
ト

に
該

当
す
る

で
し

ょ
う

か
。

�
パ

ワ
ー

ハ
ラ

ス
メ
ン

ト
に
該

当
す

る
と

思
う

も
の
を

選
び

、
そ

の
理

由
を
隣

の
⼈

と
⼀

緒
に

議
論

し
て

み
て
く

だ
さ

い
。

1
.
指
導

す
る

た
め

に
個

室
に

呼
び

、
間

違
っ

た
対

応
を
指

摘
し
指

導
し
た

。

2
.
職

場
の

同
僚

の
誰

に
挨

拶
を

し
て

も
無

視
さ

れ
、

社
員

旅
⾏

参
加

を
拒

絶
さ
れ

た
。

3
.
先

輩
か

ら
、

私
⽤

の
買

い
物

や
、

⾞
の

送
り

迎
え

を
無

理
強

い
さ

れ
た

。

4
.
上

司
が

、
部

下
の

失
敗

に
対

し
て

、
「

こ
の

役
⽴

た
ず

、
い

ら
な

い
ん

だ
よ

」
と

職
場

の
メ

ン
バ

ー
に

聞
こ

え
る

よ
う

な
大

声
で

叱
責

し
、

そ
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だ
よ

」
と

職
場

の
メ

ン
バ

ー
に

聞
こ

え
る

よ
う

な
大

声
で

叱
責

し
、

そ

の
後
、

何
度

も
同

様
な

叱
責

が
続

い
た

。

5
.
目

標
を

達
成

で
き

な
い

社
員

を
⻑

時
間

正
座

さ
せ

、
定

規
で

頭
を

叩
き

な
が
ら

説
教

を
し

た
。

4
-
4
.

職
場

の
パ

ワ
ー

ハ
ラ

ス
メ

ン
ト

に
つ

い
て

考
え

る
（

回
答

1
）

�
正

解
と
解
説
：

1
.
指
導
す
る
た
め
に
個
室
に
呼
び
、
間
違
っ
た
対
応
を

指
摘

し
指
導
し
た
。

非
該
当

単
に
個
室
に
呼
び
、
指
導
を
⾏
っ
た
だ
け
で
は
、
「

業
務

上
の

適
正
な
範
囲

」
と

も
い
え
る
た
め
、
パ
ワ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
と
は
言
え
ま
せ
ん
。

も
い
え
る
た
め
、
パ
ワ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
と
は
言
え
ま
せ
ん
。

2
.
職
場
の
同
僚
の
誰
に
挨
拶
を
し
て
も
無

視
さ
れ
、
社
員
旅
⾏
参

加
を

拒
絶
さ

れ

た
。

該
当

無
視
、
仲
間
外
し
は
パ
ワ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
該
当
し
ま
す
。
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3
.
先
輩
か
ら
、
私
⽤
の
買
い
物
や
、
⾞
の

送
り
迎
え
を
無
理
強
い

さ
れ

た
。

該
当

業
務
に
関
係
の
な
い
私
⽤
の
命
令
（
業
務
上
明
ら
か
に
不
要
な
こ
と

の
強
制
）

は
パ
ワ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
該
当
し
ま
す
。

�
正

解
と

解
説

：

4
.
上

司
が

、
部

下
の
失

敗
に
対

し
て

、
「

こ
の

役
⽴
た

ず
、

い
ら

な
い

ん
だ
よ

」

と
職

場
の

メ
ン

バ
ー

に
聞
こ

え
る

よ
う

な
⼤

声
で
叱

責
し

、
そ

の
後

、
何
度

も

同
様

な
叱

責
が

続
い

た
。

該
当

4
-
4
.

職
場

の
パ

ワ
ー

ハ
ラ

ス
メ

ン
ト

に
つ

い
て

考
え

る
（

回
答

2
）

該
当

暴
⾔

を
周

囲
の

⼈
に

も
聞
こ

え
る

よ
う

に
繰

り
返
し

⾏
う

こ
と

は
パ
ワ
ー
ハ

ラ

ス
メ

ン
ト

に
該

当
し

ま
す
。

5
.
目

標
を

達
成

で
き
な

い
社
員

を
⻑

時
間

正
座

さ
せ
、

定
規

で
頭

を
叩

き
な
が

ら

説
教

を
し

た
。

該
当

⻑
時

間
正

座
さ

せ
る

こ
と
や

定
規

で
頭

を
叩

く
こ
と

は
パ
ワ
ー

ハ
ラ
ス
メ
ン

ト
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該
当

⻑
時

間
正

座
さ

せ
る

こ
と
や

定
規

で
頭

を
叩

く
こ
と

は
パ
ワ
ー

ハ
ラ
ス
メ
ン

ト

に
該

当
し

ま
す

。
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6

6
-
3
.

職
場

で
パ

ワ
ー

ハ
ラ

ス
メ

ン
ト

が
起

き
て

し
ま

っ
た

ら

�
パ

ワ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
を
受
け
た
人
は

�
パ

ワ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
気
付
い
た
人
は

�
パ

ワ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
を
受
け
た
人
か
ら
相
談
が
あ
っ
た
場
合
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人
事

部
●

●
課

：
内

線
●

●
社

内
相

談
窓

口
：

内
線

●
●

社
外

相
談

窓
口

：
●

●
－

●
●

●
●
－

●
●

●
●

最
後

に
（

ト
ッ

プ
メ

ッ
セ

ー
ジ

）

ハ
ラ

ス
メ

ン
ト

⾏
為

は
⼈

権
に

か
か

わ
る

問
題

で
あ

り
、

従
業

員
の

尊
厳

を
傷

つ
け

職
場

環
境

の
悪

化
を

招
く

、
ゆ

ゆ
し

き
問

題
で

す
。

当
社

は
、

ハ
ラ

ス
メ

ン
ト
⾏

為
は

断
じ

て
許

さ
ず

、
す

べ
て

の
従

業
員

が
互

い
に

尊
重

し
合

え
る

、
ン

ト
⾏

為
は

断
じ

て
許

さ
ず

、
す

べ
て

の
従

業
員

が
互

い
に

尊
重

し
合

え
る

、

安
全

で
快

適
な

職
場

環
境

づ
く

り
に

取
り

組
ん

で
い

き
ま

す
。

こ
の

た
め

、
管

理
職

を
始

め
と

す
る

全
従

業
員

は
、

研
修

な
ど

に
よ

り
、

ハ
ラ

ス
メ

ン
ト

に
関

す
る

知
識

や
対

応
能

⼒
を

向
上

さ
せ

、
そ

の
よ

う
な

⾏
為

を
発

生
さ

せ
な

い
、

許
さ

な
い

企
業

風
土

づ
く

り
を

心
掛

け
て

く
だ

さ
い

。
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